
資料１－２

令和５年５月３１日

インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会



インフラ長寿命化基本計画
（国）

○インフラの長寿命化に関する基本方針
・目標とロードマップ
・基本的な考え方
・インフラ長寿命化計画の基本的事項
・必要施策の方向性
・国と地方の役割
・産学界の役割 等

○基本計画の目標達成に向けた行動計画
・対象施設
・計画期間
・所管インフラの現状と課題
・中長期的な維持管理・更新コストの見通し
・必要施策の具体的な取組内容と工程
・フォローアップ計画
※施設特性に応じて必要施策を具体化

○施設の状態に応じた詳細な点検・修繕・更新の計画

道路 河川 公共建築物 道路 河川

［施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)］

※省庁毎に策定 ※自治体毎に策定

公共建築物

H25.11 関係省庁連絡会議決定

国土交通省 H26.5策定 R3.6改定
農林水産省 H26.8策定 R3.3改定
法 務 省 H27.1策定 R3.3改定
警 察 庁 H27.3策定 R3.5改定
経済産業省 H27.3策定 R4.3改定

厚生労働省 H27.3策定 R3.3改定
文部科学省 H27.3策定 R3.3改定
防 衛 省 H27.10策定 R4.3改定

内 閣 府 H28.2策定 R3.8改定
外 務 省 H28.3策定 R4.3改定

環 境 省 H28.3策定 R3.4改定
財 務 省 H28.3策定 R4.3改定

総 務 省 H28.3策定 R3.9改定

公共施設等
総合管理計画

インフラ長寿命化計画（行動計画）
（国の全分野）

インフラ長寿命化計画（行動計画）
（自治体レベルの全分野）

策定期限：H28年度
更新期限：R3年度

策定期限：R2年度

策定期限：H28年度

インフラ長寿命化に向けた計画の体系

策定期限：H28年度
更新期限：R3年度

（やむを得ない場合R5年度）
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Ⅰ．はじめに
Ⅱ．目指すべき姿
（１）安全で強靱なインフラシステムの構築
（２）総合的・一体的なインフラマネジメントの実現
（３）メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化
Ⅲ．基本的な考え方
１．インフラ機能の確実かつ効率的な確保
（１）安全・安心の確保
①メンテナンスサイクルの構築
②多段階の対策
（２）中長期的視点に立ったコスト管理
①予防保全型維持管理の導入
②維持管理の容易な構造の選択等
③社会構造の変化や新たなニーズへの対応

２．メンテナンス産業の育成
３ ．多様な施策・主体との連携
（１）防災・減災対策等との連携
（２）様々な主体との連携

Ⅳ．インフラ長寿命化計画等の策定
１．インフラ長寿命化計画
〔記載事項〕
①対象施設
②計画期間
③対象施設の現状と課題
④中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し
⑤必要施策に係る取組の方向性
⑥フォローアップ計画
２．個別施設毎の長寿命化計画
〔記載事項〕
①対象施設
②計画期間
③対策の優先順位の考え方
④個別施設の状態等
⑤対策内容と実施時期
⑥対策費用

インフラ長寿命化基本計画（平成２５年・インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）の骨子（項目）

Ⅴ．必要施策の方向性
（１）点検・診断、修繕・更新等
〔点検・診断〕
〔修繕・更新等〕
（２）基準類の整備
（３）情報基盤の整備と活用
〔収集・蓄積〕
〔分析・利活用〕
〔発信・共有〕
（４）新技術の開発・導入
〔老朽化対策における技術開発・導入の重要性・必要性〕
〔技術開発・導入の方向性〕
（５）予算管理
（６）体制の構築
①国
〔資格・研修制度等の充実〕
〔技術開発・導入を推進するための体制強化〕
〔地方公共団体をはじめとする各インフラの管理者への支援〕
②地方公共団体をはじめとする各インフラの管理者
③維持管理等の担い手
○民間企業
〔入札契約制度等の改善〕
〔技術者・技能者の人材確保・育成〕
○市民団体等

（７）法令等の整備
Ⅵ．国と地方公共団体の役割
〔国の役割〕
〔地方公共団体の役割〕
Ⅶ．産学界の役割
〔「産」の役割〕
〔「学」の役割〕
Ⅷ．その他
〔フォローアップ〕
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「インフラ長寿命化基本計画」等に基づく取組状況の調査について

インフラ長寿命化計画に基づく取組状況調査 概要
■調査目的：インフラ長寿命化計画に基づく老朽化対策の進捗状況及びフォローアップの取組状況を把握し、

広域的・戦略的なマネジメント等を含む今後のインフラ老朽化対策のあり方検討に活用する。
■調査対象：①各府省庁のインフラ長寿命化行動計画担当各部局 及び ②施設管理者（地方公共団体等）
■調査期間：令和５年６月上旬（調査依頼発出）～８月下旬（事務局提出〆切）

○ 笹子トンネル事故を契機とし、全てのインフラ分野を対象とした長寿命化（老朽化対策）の方針を定めた「インフラ長寿命化
基本計画」の策定（平成25年11月）から10年が経過。※策定後、これまで改正していない。

〇 今後は、点検結果を踏まえた施設の修繕・更新等を確実に進めていく必要があるが、多くのインフラを有する地方公共団体の
人員や予算不足が課題。また、人口減少の進行、気候変動による自然災害の激甚化・頻発化、DXの進展等、老朽化対策を
巡る社会情勢も大きく変化している。

〇 この間、基本計画に基づき、各省庁のインフラ分野それぞれについて、「行動計画」 及び 「個別施設計画」の策定に加え、これに
基づく施設の点検等が着実に進められてきたところ。

➡ 社会情勢や地域構造の変化に対応した長寿命化（広域的・戦略的なインフラマネジメント、集約再編、新技術の活用等）を
全インフラ分野で効率的・効果的かつ一体的に推進するため、まずは全省的な取組状況の把握が必要。取組状況をふまえ、
今後の対応を検討。

【行動計画策定主体：3,566(策定率98％)】 【個別施設計画策定施設：45分野・206,387(策定率97％)】

[調査①] 所管府省庁フォローアップ調査
調査趣旨：インフラ所管省庁を対象とする調査により、各インフラ分野

ごとの国としての取組状況、進捗状況を把握
調査項目：施設の点検・診断・修繕、集約・再編、新技術の活用の

進捗状況とフォローアップの取組状況、予算措置の状況、
広域的・戦略的マネジメントの取組方針 等

調査方法：Excel調査票へ、各施設分野の担当部局にて回答を入力
※既存調査を活用 または 必要に応じ施設管理者へ依頼

の上、調査票へ施設分野毎の集計値を入力

[調査②] 施設管理者アンケート調査
調査趣旨：個別の施設管理者を対象とし、アンケートにより

現場の管理者レベルでの取組状況や課題等を把握
調査項目：現行および今後のインフラ長寿命化計画の運用、

広域的・戦略的マネジメントについての具体的課題
調査方法：アンケートフォーム（Microsoft Forms）の

URLを所管府省庁を通じて施設管理者へ周知、
各施設管理者において直接入力いただく
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対象：インフラ所管府省庁 対象：個別施設管理者



[調査①] 所管府省庁フォローアップ調査

【Ａ票】各インフラ分野ごとの所管府省庁における国としての取組
状況について、ご回答いただくもの（定性的な質問）

１．行動計画のフォローアップ実施状況
２．点検・診断、修繕・更新等の実施方針
３．基準類の整備状況
４．情報基盤の整備と活用状況
５．新技術の開発・導入の推進
６．施設の集約・再編等の推進
７．予算管理に関する取組（財政支援等）
８．体制の構築に関する取組
９．広域的・戦略的インフラマネジメントについて
１０．その他の施策

【Ｂ票】施設管理者における進捗状況の全体値について、 所管
府省庁にて集計の上でご回答いただくもの

１．行動計画の策定・更新状況
２．個別施設計画の策定・更新状況
３．点検・診断の進捗状況
４．修繕・更新等の進捗状況
５．新技術の開発・導入の進捗状況
６．施設の集約・再編等の取組の進捗状況

「インフラ長寿命化基本計画」等に基づく取組状況の調査 調査項目

[調査②] 施設管理者アンケート調査

各施設管理者における取組方針やお考えについて、
アンケートフォームからご回答いただくもの（定性的な質問）

１．管理している施設について
２．個別施設計画の記載内容について
３．点検・診断の取組方針について
４．修繕・更新、集約・再編等の取組方針について
５．情報の収集・蓄積に当たっての情報基盤

（データベース等）の整備と活用の状況について
６．点検・修繕などのメンテナンスにおける新技術の

開発・導入状況について
７．予算管理の取組について
８．体制の構築について
９．広域的・戦略的マネジメントについて

※別途お知らせするアンケートフォームのQRコード及びURL
を各所管施設のご担当者様へご案内願います。
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対象：インフラ所管府省庁 対象：個別施設管理者



令和5年

5月31日 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会
• 「インフラ長寿命化基本計画」等に基づく取組状況の調査について

（概要）

6月初旬 各府省庁に説明会実施

６月上旬
～８月下旬 ①所管府省庁フォローアップ調査、②施設管理者アンケート調査の実施

秋頃 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会（P）
• 調査結果を共有、今後の方針を提示予定

今後の進め方・スケジュール（案）
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本日
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(参考)
インフラ長寿命化計画のFUの例（国土交通分野）



上段：定期点検の
実施頻度

下段：集計年度

総数：38,912
対象：37,970
完了：22,946

道路

橋梁
（橋長2m以上）

（単位：
施設数）

総数：1,729
対象：1,547
完了：1,023

〔点検対象数に占める点検完了数〕

総数：12,869 
対象：12,546
完了：7,562

5年に1度

R1～R3
2巡目※1

〔点検対象数に占める点検完了数〕

総数：5,517
対象：5,374
完了：2,931

総数：14,398
対象：14,294
完了：8,164

総数：188,471
対象：187,323
完了：115,648

総数：477,038
対象：474,902
完了：291,392

総数：2,166
対象：2,151
完了：631

総数：3,184
対象：3,127
完了：1,476

総数：10,712
対象：10,248
完了：10,248

総数：34,550
対象：19,217
完了：19,217

国

都道府県・
政令市等

市区町村

国

都道府県・
政令市等

市区町村

国

都道府県・
政令市等

市区町村

国

都道府県・
政令市

総数：24,182
対象：23,510
完了：14,741高速道路会社

総数：2,064
対象：1,960
完了：1,264

総数：12,098
対象：11,581
完了：7,871高速道路会社

高速道路会社

点検完了 点検未了

道路

トンネル

（単位：
施設数）

5年に1度

R1～R3
（2巡目※1

上段：定期点検の
実施頻度

下段：集計年度

道路

大型の
構造物

（横断歩道橋、
門型標識、シ

ェッド等）

（単位：
施設数）

5年に1度

R1～R3
2巡目※1

河川

河川管理施
設 （堰、床止

め、閘門、水
門、揚排水機
場、樋門・樋管
、陸閘、管理
橋、浄化施設

、その他）

（単位：
施設数）

毎年

R3
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■点検の進捗状況（令和4年3月末時点）

総数：104
対象：104
完了：104

総数：443
対象：443
完了：443

国

都道府県

総数：24
対象：24
完了：24

水資源機構

河川

ダム

（単位：
施設数）

毎年

R3

※1 H26年度から5年に1度の頻度での点検を実施しており、2巡目（R1年度～R3年度）の点検状況を掲載

２）点検・診断／修繕・更新等① （管理者別）

※道路、河川・ダムのほか11分野についても同様にフォローアップを実施

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）
のフォローアップ（令和４年９月）より抜粋



集計年度

河川

河川管理施
設（堰、床止
め、閘門、水
門、揚排水
機場、樋門・
樋管、陸閘、
管理橋、浄

化施設、その
他）

（単位：
施設数）

R3

対象：308※2

着手済：308
完了：308

国

都道府県・
政令市等

市区町村

国

都道府県・
政令市等

市区町村

国

都道府県・
政令市等

市区町村

高速道路会社

高速道路会社

〔修繕対象数に占める修繕完了数〕 〔修繕対象数に占める修繕完了数〕

対象：3,402※1

着手済：3,107
完了：1,805

対象：20,393※1

着手済：16,385
完了：11,168

対象：42,301※1

着手済：24,226
完了：17,421

対象：2,539※1

着手済：2,068
完了：1,533

対象：513※1

着手済：495
完了：413

対象：2,342※1

着手済：2,210
完了：1,656

対象：1,681※1

着手済：1,291
完了：698

対象：3,251※1

着手済：2,540
完了：1,757

対象：863※1

着手済：518
完了：335

対象：692※1

着手済：657
完了：612高速道路会社

対象：413※1

着手済：389
完了：360

対象：704※1

着手済：463
完了：354

道路

橋梁
（橋長2m以上）

（単位：
施設数）

H26～R2

道路

トンネル

（単位：
施設数）

H26～R2

道路

大型の
構造物

（横断歩道橋
、門型標識、
シェッド等）

（単位：
施設数）

集計年度

H26~R2

国

対象：1,173※2

着手済：1,173
完了：1,173

■修繕の進捗状況（令和4年3月末時点）
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都道府県・
政令市等

河川

ダム

（単位：施
設数）

対象：0
着手済：－

完了：－

R3

国

対象：2
着手済： 2
完了：0

都道府県・
政令市修繕等完了 修繕着手済（未完了） 修繕等未了

※1 1巡目（H26年度～H30年度）の点検で早期または緊急に措置を講ずべきと診断された施設
※2 事後保全段階（措置段階：D）に加え、予防保全段階：Cとなっている施設を一部対象としている

２）点検・診断／修繕・更新等⑥ （管理者別）
国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）
のフォローアップ（令和４年９月）より抜粋

※道路、河川・ダムのほか11分野についても同様にフォローアップを実施



■健全性の評価別割合
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道
路

橋梁

722,176橋

令和4年3月
末時点

トンネル

10,989
箇所

令和4年3月
末時点

大型の
構造物

41,407
施設

令和4年3月
末時点

河
川
・
ダ
ム

河川管理
施設

（堤防）

31,420km
令和2年
出水期前

砂
防

河川管理
施設

（樋門・樋管）

12,180
施設

令和2年
出水期前

河川管理
施設

（水門）

582施設

令和2年
出水期前

ダム

561施設

令和4年３月
末時点

砂防関係
施設

192,116
施設

令和4年３月
時点

海
岸

海岸堤防
等

5,588km
令和4年３月

末時点

下
水
道

管路

145,054km
令和3年３月

時点

港
湾

係留施設

11,334
施設

令和2年3月
末時点

外郭施設

11,856
施設

令和2年3月
末時点

臨港交通
施設

10,513
施設

令和2年3月
末時点

廃棄物埋立
護岸

1,894
施設

令和2年3月
末時点

その他施設

10,262
施設

令和2年3月
末時点

３）施設の健全性① （管理者別）

※ 四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

※道路、河川・ダム、砂防、海岸、下水道、港湾のほか６分野についても同様にフォローアップを実施

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）
のフォローアップ（令和４年９月）より抜粋



分野 内容 整備時期 令和３年度中に策定・改訂した内容

道路 橋梁、トンネル等の「定期点検要領」を策定 平成26年6月、平成31年2月改訂 －

河川

中小河川の堤防等河川管理施設及び河道点検要領を策定 平成29年3月 －

ダム・堰施設技術基準、
及び揚排水ポンプ設備技術基準を改定

平成28年3月
平成29年3月 －

ダム 河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）の策定 平成28年3月 －

砂防
『砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）』を策定

平成26年6月、平成31年3月改訂、
令和2年3月改訂、令和4年3月改訂

・「新技術等の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果」を項目に追加し、年次計画を「中期年次
計画」と「短期年次計画」に整理した。

『砂防関係施設点検要領（案）』を策定
平成26年9月、平成31年3月改訂、
令和2年3月改訂、令和4年3月改訂

・砂防関係施設点検でのUAV活用ポイントやUAV点検にあたっての留意点を追加したほか、水抜きからの突
発的な流出事例を踏まえた点検時における着眼点の追加した。

海岸

海岸保全施設維持管理マニュアルの改訂
平成26年3月、平成30年5月改訂、

令和2年6月改訂 －

「海岸法の一部を改正する法律等」により、海岸保全施設に関する
維持・修繕の責務の明確化、維持又は修繕の技術的基準を定め
る

平成26年12月 －

下水道 下水道維持管理指針の改訂 平成26年9月 －

港湾

「港湾の施設の点検診断ガイドライン」の策定 平成26年7月 －

「特定技術基準対象施設に関する報告の徴収及び立入検査等の
ガイドライン」の策定

平成26年7月 －

空港 空港内の施設の維持管理指針の改訂 平成26年3月 －

鉄道

鉄道構造物等維持管理標準等の検証のとりまとめ 平成29年10月 －

鉄道河川橋りょうにおける基礎・抗土圧構造物の維持管理の手引
き

令和3年6月
・昨今の災害の激甚化、頻発化を踏まえ、今後の予防保全に向けて、鉄道河川橋りょうにおける過去の被害
事例等を詳細に分析し、河川橋りょうの被災の主要因である洗掘等に関する検査方法や健全度の判定方法
及び具体的な対策工法等を手引きとしてとりまとめた。

自動車道 一般自動車道の維持管理要領の改訂 平成29年3月 －

航路標識 劣化診断マニュアルの策定、本格導入 平成27年3月 －

公園

公園施設の安全点検に係る指針（案）の策定 平成27年4月 －

都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）の
改訂

平成26年6月 －

公営住宅
UR住宅

公営住宅等長寿命化計画策定指針の改訂 平成28年8月 －

事業主体（ＵＲ）独自のマニュアル等の改訂 平成26年3月、令和元年10月改訂 －

観測施設
（測量標）

「電子基準点現地調査作業要領」
及び「国土地理院験潮場保守及び測定要領」の見直し

平成27年5月、平成29年3月改訂、
平成30年1月改訂、令和元年6月改訂、

令和4年3月改訂

・電子基準点現地調査作業要領：電子基準点現地調査作業における調査結果の整理方法について、より詳
細に規定した。

■基準類の整備状況（令和4年3月末時点）

10

３）基準類の充実
国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）
のフォローアップ（令和４年９月）より抜粋



○ 道路施設の定期点検は２巡目に入り、道路管理者毎に様々な仕様で膨大な点検・診断のデータが蓄積
○ その様なデータを一元的に活用できる環境を構築：全国道路施設点検データベース
○ 全国道路施設点検データベースは、基礎的なデータを格納する基礎DB及び道路施設毎のより詳細な

データを格納するデータベース群（詳細DB）で構成
○ webブラウザからの閲覧等が可能。加えてAPI（Application Programming Interface）を公開

• 上下部構造形式/使用材料
• 径間数、支間長
• 適用示方書
• 部材毎の損傷の有無、種類、
程度 等

基礎DB
• 位置（緯度・経度）
• 路線名
• 管理者名

• 完成年度
• 点検実施年度
• 判定区分 等

道路橋DB

• 横断歩道橋の昇降形式
• 標識・照明の支柱形式
• 変状のある部材
• 変状の種類
• 部材単位の評価結果 等

附属物DB

• 落石荷重（シェッド）
• 内空幅・高さ（カルバート）
• のり高・小段（土工構造物）
• 変状のある部材
• 変状の種類 等

土工DB

• トンネルの施工法
• トンネル等級
• 土かぶり
• 変状・異常個所数（漏水、外
力、劣化） 等

トンネルDB

• 舗装の種別・構成
• 健全性診断区分
• 点検結果（ひび割れ、IRI等）
• 措置の履歴 等

舗装DB

全国道路施設点検データベース全国道路施設点検データベース

利用者登録等はこちらから→https://road-structures-db.mlit.go.jp/

無料無料

有料有料

情報基盤の整備と活用（全国道路施設点検データベースの概要）
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国土交通省インフラ長寿命化計画
（行動計画）のフォローアップ
（令和４年９月）より抜粋



※表示されている対策状況は、あくまでもイメージであり実際のデータとは異なります。

施設・管理者ごとの表示や、
対策状況・判定区分で色分け表示が可能

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査の
重ね合わせ・区間属性の表示が可能

アイコンをクリックで
諸元・点検データ等の表示が可能

○ 公開した全国の道路施設の諸元、点検結果等のデータは「全国道路施設点検
データベース～損傷マップ～」から閲覧可能

https://road-structures-map.mlit.go.jp/

情報基盤の整備と活用（全国道路施設点検データベース～損傷マップ～の画面）

12

国土交通省インフラ長寿命化計画
（行動計画）のフォローアップ
（令和４年９月）より抜粋
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情報基盤の整備と活用（サイバーポートの全体像）

○ AI、IoT等の情報通信技術が著しく発展する中、国際貿易プラットフォームの実用が開始される他、諸外国
の港湾においても手続の電子化とそれに伴う物流の可視化を推進するなど、電子化の動きは各方面で
活発化しており、我が国の港湾においても電子化の取組を進めることが求められている。

○ 我が国の港湾の生産性を飛躍的に向上させ、港湾を取り巻く様々な情報が有機的に繋がる事業環境を
実現するため、民間事業者間の港湾物流手続（港湾物流分野）、港湾管理者の行政手続や調査・統計業
務（港湾管理分野）及び港湾の計画から維持管理までのインフラ情報（港湾インフラ分野）を電子化し、こ
れらをデータ連携により一体的に取扱うデータプラットフォームである「サイバーポート」を構築する。

国土交通省インフラ長寿命化計画
（行動計画）のフォローアップ
（令和４年９月）より抜粋



○港湾の計画から維持管理までのインフラ情報を連携させることにより、国及び港湾管理者による適切な
アセットマネジメントを実現。(適切な維持管理の実施、更新投資の計画策定)

○港湾施設の情報を一元的に管理することにより、同一情報の入力を省力化し情報の一覧性や更新性を
高めるとともに、遠隔での技術支援などにより、災害時の迅速な復旧にも寄与。

○また、蓄積されたデータを利用することにより、政策の企画立案や民間の技術開発の促進に寄与。

ｻｲﾊﾞｰﾎﾟｰﾄ（港湾物流分野） ｻｲﾊﾞｰﾎﾟｰﾄ（港湾管理分野）地形情報 地質情報 気象情報 海象情報

港湾法3条の3

港湾計画

電子化

実地監査結果
（国有財産）

港湾法施行令17条の9

維持管理
データベース港湾台帳

港湾法49条の2
港湾法施行規則14条

電子化

・ BIM/CIMの活用推進
・ ICT施工の拡大
・ 監督・検査でのICT活用

・業務帳票管理システム
・工事帳票管理システム

事業PF（直轄事業）

BIM/CIM
クラウド

土質
DB

i-Constructionの推進(別途検討)

管理台帳
（国有財産）電子化

港湾法施行令17条の7

港湾インフラに関する
既存のデータベース（書面含む）

・被災情報収集
機能など

災害情報

サイバーポート（港湾インフラ分野）

整備（施設構造）

調査・測量 設計 施工施設規模・諸元
施設配置
港湾計画図

等

計画

取扱貨物量
乗降客数
利用隻数

等

利用

維持管理計画
点検診断情報
実地監査結果

等

維持管理
港湾法56条の2の2

土質
データ

設計
データ

施工
CIM

港湾情報
名称 港格 港湾区域 等

施設情報
名称 種類 位置 規模 構

造 断面図 等

基本情報

等

14

情報基盤の整備と活用（サイバーポート（港湾インフラ分野）の概要）
国土交通省インフラ長寿命化計
画（行動計画）のフォローアップ
（令和４年９月）より抜粋
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第35回 国と地方のシステムワーキング・グループ
（令和５年４月19日）資料３－１より抜粋
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第35回 国と地方のシステムワーキング・グループ
（令和５年４月19日）資料３－１より抜粋



集約・再編等によるインフラストック適正化の推進（ガイドライン・事例集）

○ 人口減少等による地域社会の変化や将来のまちづくり計画等を踏まえ、必要性の減少や地域のニーズ等に応じた
インフラの廃止・除却や機能転換等を行う「集約・再編等」によるインフラストック適正化の取組を推進する。

○ 地域がインフラのストック適正化に向けた基本方針や目指すべき維持管理水準等について検討・判断できるよう、
各施設分野における集約・再編等の基本的な考え方や先進事例の概要・経緯等をまとめたガイドライン・考え方・
事例集等を作成・公表し横展開を図っている。

■各施設分野におけるガイドライン・事例集等による横展開の例

関係4省（総務省、農水省、国交省、
環境省）連名にて、都道府県に対し
て、令和４年度までの広域化・共同
化計画の策定を要請するとともに、
計画策定のためのマニュアルを作成・
公表（令和２年４月改定）。
複数市町村等による処理区の統合、
下水汚泥の共同処理などの先進的な
取組を事例集として公表（最新版：
令和5年3月）

都市機能の向上等に資する都市公
園のストック再編を推進するため、統
廃合を行う場合の考え方、事例等を
盛り込んだ「都市公園のストック効果
向上に向けた手引き」を作成・公表
（平成28年5月）。

＜都市公園の再編＞

遊休市有地を活用し、２公園を統合した事例汚水処理の集約化のイメージ

＜道路橋の集約・撤去＞＜下水道の広域化・共同化＞

統合

地方公共団体における取組の一助と
なることを目的に、道路橋の集約・撤
去の取組事例をとりまとめた「道路橋
の集約・撤去事例集」を作成・公表
（令和４年３月）。
取組事例の概要や経緯のほか、集
約・撤去を進める上での検討項目・
留意事項を記載。

事業概要、位置図、経緯など具体的に紹介

廃止

廃止

新設
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第35回 国と地方のシステムワーキング・グループ
（令和５年４月19日）資料３－１より抜粋



インフラメンテナンスに関する予算措置の状況について

分野 事業名
交付金・補助金の『要件』 交付金・補助金の『優先支援』

個別施設計画への位置付 左記以外 個別施設計画への位置付 左記以外

道路
道路メンテナンス事業
補助

点検を実施し、点検結果が公表され
ている構造物（橋梁、トンネル、道路
附属物等）で、個別施設計画に基づ
いて実施される修繕・更新・撤去事業

個別施設計画に「新技術等を
活用する事業」、「短期的な数
値目標及びそのコスト縮減効
果を記載した自治体の事業」を
記載した事業

河川・ダ
ム・砂防・

海岸
メンテナンス事業費補助

個別施設計画にLCC及びその縮減に
関する具体的な方針が記載されてい
ること

新技術活用の検討
新技術等を活用する老朽化
対策のうち、試算などにより
効果を明確にしているもの

下水道
ストックマネジメント支援
制度（防災・安全交付金）

個別施設だけでなく施設全体でLCC
削減を図るため、計画的な点検・調査、
改築等を位置付けた「下水道ストック
マネジメント計画」に基づくこと

一定規模以上の処理
場の改築にあたり、
・施設統廃合の検討
・新技術導入の検討

温室効果ガス削減効果の高
い省エネ対策事業

港湾
港湾メンテナンス事業費
補助

個別施設計画にLCC及びその縮減に
関する具体的な方針が記載されてい
ること

新技術活用の検討
新技術等を活用する老朽化
対策のうち、試算などにより
効果を明確にしているもの

公園
公園施設長寿命化対策
支援事業（防災・安全交
付金）

個別施設計画に以下が記載されてい
ること。①対象施設、②計画期間、③
対策の優先順位の考え方、④個別施
設の状態等、⑤対策内容と実施時期、
⑥対策費用

一定規模以上の都市
公園における施設の
改修（ただし、遊戯施
設には適用しない）

・健全度調査により健全度Dに
判定された公園施設
・耐用年数の9割を超過した
公園施設

住宅 防災・安全交付金 個別施設計画に基づく事業

個別施設計画に以下が記載さ
れていること。①対象施設、②
計画期間、③対策の優先順位
の考え方、④個別施設の状態
等、⑤対策内容と実施時期、⑥
対策費用

公表資料等をベース
に作成
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社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方

令和５年度から、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金に係る「配分にあたっての事業横断
的な配慮事項」を下記のとおり改定

19



「予防保全」への転換によるコスト縮減

約5.2兆円
約6.5兆円

約5割
縮減

2018年度 30年後（2048年度）

約12.3兆円

【将来の維持管理・更新費用の推計結果（2018年11月30日公表）】

※１ 国土交通省所管12分野（道路、河川・ダム、砂防、海岸、下水道、港湾、空港、航路標識、公園、公営住宅、
官庁施設、観測施設）の国、都道府県、市町村、地方道路公社、（独）水資源機構、一部事務組合、港
務局が管理する施設を対象。

※２ 様々な仮定をおいた上で幅を持った値として推計したもの。グラフ及び表ではその最大値を記載。
※３ 推計値は不確定要因による増減が想定される。

事後保全 予防保全

30年間の合計
（2019～2048年度）

事後保全 約280兆円

予防保全 約190兆円

30年後（2048年度）の見通し 30年後（2048年度）の見通し（累計）

約3割
削減

（参考）用語の定義

○ 施設の機能や性能に不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、不具合が発生する前に対策
を行う「予防保全」への転換により、増加が見込まれる維持管理・更新費の縮減を図ることが重要。

○ 「予防保全」への転換に加えて、新技術やデータの積極的活用、集約・再編等の取組による効率化を
図ることで、持続的・効率的なインフラメンテナンスを実現。

事後保全 ： 施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。
予防保全 ： 施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。

約2.4倍

約1.3倍
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0人

437 

25%

1～2人

154 

9%

3～5人

236 

13%

6～10人

220 
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○ 市町村全体の職員数は、2005年度から2021年度の間で約9%減少している。
○ 市町村における土木部門の職員数の減少割合は約14%であり、市町村全体の職員数の減少

割合よりも大きい。
○ 市町村全体の職員数は、近年増加傾向であるが、土木職員数は依然横ばいとなっている。
○ 技術系職員が5人以下の市町村は全体の約5割である。

※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。また市町村としているが、特別区を含む。

※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

市町村全体では約9%減少

752,309人

105,187人
うち土木部門は

約14％減少

90,719人

685,635人

市町村における技術系職員数
※１、※２※１

西暦（年度）

0人
437団体

25%

1～2人
154団体

9%3～5人
236団体

13%
6～10人
220団体

13%

11人以上
694 団体

40%

５人以下
が約５割

市町村における維持管理体制（人員の推移）
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これから取り組むべき方針 （R4.12.2公表 社整審・交政審 技術部会の提言より抜粋）

『地域インフラ群再生戦略マネジメント』を推進
⇒ 推進イメージは、図１(計画策定プロセス)・図２(実施プロセス)

市区町村における財政面・体制面の課題等を踏まえ、個別施設のメンテナンスだけでなく、発展させた
考え方のもと、インフラ施設の必要な機能・性能を維持し国民・市民からの信頼を確保し続けた上で、
よりよい地域社会を創造していく必要がある

（推進にあたっての留意点）
メンテナンス市場の創出・自立化 ／ DXによる業務の標準化・効率化

各地域の将来像に基づき、複数・広域・多分野のインフラを「群」として捉え、総合的かつ多角的な
視点から戦略的に地域のインフラをマネジメントとすることが必要

•事業者及び市区町村がそれぞれ機能的、空間的及び時間的なマネジメントの統合を図ることで
持続可能なインフラメンテナンスを実現

•国民の理解と協力から国民参加・パートナーシップへの進展等を通じた多様な主体による
「総力戦」での実施体制の構築を図る

第35回 国と地方のシステムワーキング・グループ
（令和５年４月19日）資料３－１より抜粋



図１：地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進イメージ＜計画策定プロセス＞

23

・地域特性
（人口、交通、インフラの数や状況等）
・地方公共団体間の機能的なつながり
などを踏まえて対象エリアを設定

Ａ市

Ｂ町 Ｃ村

対象エリア
（イメージ）

複数・多分野の施設を「群」としてまとめて捉え、
地域の将来像に基づき将来的に必要な機能を検討

道路/河川・砂防・海岸管理施設/
鉄道/港湾/空港/下水道/
公園/公営住宅 等

※例えば、規模の大きな市や、単一の地方公共団体からなる離島など、単一の市区町村で
検討を進めることが適切な場合も考えられ、それぞれの地域の実情に応じて個別に判断

広域の道路や
鉄道ネットワーク
のつながり 等

※対象エリアを越える圏域
も含めた必要な機能を考慮
する必要

・・・

検討主体
主体は、地方公共団体であるが、
国・都道府県・市区町村が一同に会し、
検討を進める会議・組織を設置することが考えられる

①維持すべき機能
②新たに加えるべき機能
③役割を果たした機能
に再整理し、個別インフラ施設の
維持／補修・修繕／更新／集約・再編／新設 等
を適切に実施

第35回 国と地方のシステムワーキング・グループ（令和５年４月19日）資料３－１より抜粋



図２：地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進イメージ＜実施プロセス＞

A市

地元事業者
中心のJV等

B町 C村

・・・

a橋

一定の
技術力・資本力
を有する事業者

を含むJV等

事業者等の
技術力・資本力等

b橋 c橋

・・・

●橋 ●橋

＜橋梁の例＞ ※分野横断的な包括的民間委託等を行う場合もある

包括的民間委託等による市域内での
広域的な維持管理

高度な技術を要する
補修・修繕、更新等

一定の技術力が
必要な点検や修繕等

軽微な補修
日常的な維持管理

軽微な補修
日常的な維持管理

高度な技術を要する
補修・修繕、更新等

一定の技術力が
必要な点検や修繕等

軽微な補修
日常的な維持管理

軽微な補修
日常的な維持管理

軽微な補修
日常的な維持管理

・・・
・・・

高度な技術力・
資本力を持つ

事業者等

・・・
・・・

・・・

高度な技術を要する
補修・修繕、更新等

高度な技術を要する
補修・修繕、更新等

高度な技術を要する
補修・修繕、更新等

・・・
・・・

・・・
・・・

・・・

周辺市区町村や地域の民間事業者等と連携した
包括的民間委託等による点検や修繕等

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

一定の技術力が
必要な点検や修繕等

一定の技術力が
必要な点検や修繕等

一定の技術力が
必要な点検や修繕等

※

※地域のNPO法人等が参画する場合も含む 24

第35回 国と地方のシステムワーキング・グループ
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